
 

令和 2年 5月 29日 

 

お客さま各位 

松本信用金庫  

 

「特別定額給付金」のお受取りに松本信用金庫を指定されるお客さまへ 

 

  

新型コロナウイルス感染拡大により影響を受けられた皆さまに、心よりお見舞いを申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の１つである「特別定額給付金」の申請手続きに関連し、当金

庫の「金融機関コード」および「支店コード」について、以下の通りご案内申し上げます。 

なお、通帳にも「金融機関コード」および「支店コード」の記載がございますのでご確認ください。 

 

記 

 

１．金融機関コード 

松本信用金庫の金融機関コードは「１３９１」です。 

 

２．支店コード 

各支店の支店コードは以下の通りです。 

 

所在地 支店名 支店コード  所在地 支店名 支店コード 

松本市 

本店営業部 ００１  
塩尻市 

塩尻支店 ００９ 

本町支店 ００２  広丘支店 ０２１ 

浅間温泉支店 ００３  大町市 大町支店 ００８ 

西支店 ００４  

安曇野市 

穂高支店 ００７ 

中町支店 ００６  明科支店 ０１０ 

波田支店 ０１１  梓橋支店 ０１５ 

南支店 ０１３  豊科支店 ０２６ 

村井支店 ０１４  
東筑摩郡 

筑北支店 ０１８ 

北支店 ０１６  山形出張所 ０２７ 

二子支店 ０１９  

北安曇郡 

池田支店 ００５ 

島内支店 ０２０  白馬支店 ０１７ 

清水支店 ０２２  松川支店 ０２５ 

つかま支店 ０２３  木曽郡 木曽福島支店 ０１２ 

四賀出張所 ０２４     

梓川支店 ０２８     

 

３．ご注意事項 

（１）特別定額給付金の申請に関して、当金庫職員が申請手続きを代行したり、キャッシュカードの暗

証番号をお伺いすることは絶対にございません。手続きを装った詐欺には十分にご注意ください。 

（２）入出金等のお取引を１０年以上されていない口座は、休眠預金等活用法に基づき休眠預金となる

ため、振込先口座にご指定できない場合がございますので、ご注意願います。 

 

以 上 


